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）一
箇
年　

一
七
、二
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〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
三

月 曜 日
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告　
　
　

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
の
解
除	

二
三

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

二
三

　
　
　
　

そ　

の　

他

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
告
示	

二
四

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
十
八
号

　

土
地
が
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
と
し
て
平
成
三
十
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号
に
よ

り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
、
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気

水
質
保
全
課
及
び
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

指
定
を
解
除
す
る
区
域　

南
ア
ル
プ
ス
市
宮
沢
字
西
宮
沢
三
百
一
番
二
及
び
同
市
荊
沢
字
東
裏
千

百
六
番
五
の
各
一
部

二	　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三	　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物

質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四　

指
定
を
解
除
す
る
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置　

土
壌
汚
染
の
除
去

山
梨
県
告
示
第
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

百
三
十
九
号

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
七
保
町
林
字
ユ
ル
ギ
下
八
九
四
番
四
地
先

か
ら

大
月
市
七
保
町
林
字
ユ
ル
ギ
下
八
九
二
番
二
地
先

ま
で

旧

六
・
三
〜八
・
二

六
三
・
一

新

八
・
二
〜

一
七
・
一

六
三
・
一

山
梨
県
告
示
第
二
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

四
百
十
三
号

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
道
志
村
字
善
之
木
一
〇
五
一
六
番
一
地

先
か
ら

南
都
留
郡
道
志
村
字
善
之
木
一
〇
六
三
五
番
一
地

先
ま
で

旧

六
・
八
〜七
・
八

三
一
三
・
一

新

七
・
一
〜
一
八
・
四

三
一
三
・
一



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
五
十
八
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
四
日

二
四

　
　
　
　
　
　

そ　

の　

他

山
梨
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号

　

当
委
員
会
は
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
四
条
及
び

労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
を
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
労
働
委
員
会

会　

長　
　

田　
　

中　
　

正　
　

志　
　

氏　

名

経　

歴

委　

嘱　

年　

月　

日

田
中
正
志

弁
護
士　

第
三
十
七
期
山
梨
県
労
働
委
員
会

公
益
委
員　

第
三
十
八
・
三
十
九
・
四
十
期

山
梨
県
労
働
委
員
会
会
長
代
理　

第
四
十

一
・
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
会
長

平
成
十
九
年
七
月
五
日

小
野
正
毅

弁
護
士　

第
四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県
労

働
委
員
会
会
長
代
理

平
成
二
十
七
年
七
月
二
日

赤
池
幸
江

特
定
社
会
保
険
労
務
士　

第
四
十
二
期
山
梨

県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

勝
俣
高
明

公
認
会
計
士　

第
三
十
八
・
三
十
九
・
四
十
・

四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
公

益
委
員

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
二
日

藤
雅
代

山
梨
学
院
大
学
教
授　

第
四
十
一
・
四
十
二

期
山
梨
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

平
成
二
十
七
年
七
月
二
日

萩
原
雄
二

連
合
山
梨
会
長　

第
三
十
七
・
三
十
八
・
三

十
九
・
四
十
・
四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県

労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

平
成
十
九
年
七
月
五
日

窪
田
清

連
合
山
梨
事
務
局
長　

第
三
十
九
・
四
十
・

四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労

働
者
委
員

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

久
保
寺
成
典

Ｊ
Ｐ
労
働
組
合
山
梨
連
絡
協
議
会
議
長　

第

四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

齊
藤
伊
人

Ｔ
Ｄ
Ｋ
労
働
組
合
甲
府
支
部
支
部
執
行
委
員

長　

第
四
十
・
四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県

労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

平
成
二
十
五
年
七
月
二
日

坪
井
茂

Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
働
組
合
東
京
総
支
部
山
梨
県
域
分

会
支
部
長　

第
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員

会
労
働
者
委
員

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
三
日

小
林
隆
二

山
梨
県
経
営
者
協
会
参
与　

第
三
十
九
・
四

十
・
四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員

会
使
用
者
委
員

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

栗
山
直
樹

株
式
会
社
栗
山
商
店
代
表
取
締
役
社
長　

第

四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

田
中
一
利

有
限
会
社
フ
ァ
イ
ブ
ス
リ
ー
清
掃
顧
問　

第

四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使

用
者
委
員

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
七
日

長
坂
正
彦

株
式
会
社
ワ
イ
・
シ
ー
・
シ
ー
代
表
取
締
役

社
長　

第
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使

用
者
委
員

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

古
屋
哲
彦

公
益
財
団
法
人
産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー
山

梨
事
務
所
所
長　

第
四
十
二
期
山
梨
県
労
働

委
員
会
使
用
者
委
員

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
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二
五

前
嶋
健
佐

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

平
成
三
十
年
四
月
二
十
五
日

鈴
木
昌
樹

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
六
日

坂
村
裕
輔

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
指
導

監

平
成
三
十
年
四
月
二
十
五
日
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